
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
及
び
最
高
裁
判
所
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一

社
会
・
経
済
情
勢
の
変
化
に
伴
う
各
種
紛
争
事
件
の
複
雑
多
様
化
な
ど
に
対
応
し
、
刑
事
司
法
の
適
正
な
運
用
に
努
め
る

等
事
件
の
一
層
の
適
正
・
迅
速
な
処
理
を
図
る
た
め
、
裁
判
所
の
人
的
・
物
的
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。

二

裁
判
員
制
度
導
入
の
意
義
を
十
分
に
踏
ま
え
、
国
民
の
期
待
に
応
え
る
同
制
度
の
実
施
に
向
け
て
、
国
民
の
参
加
意
識
を

一
層
喚
起
し
つ
つ
、
司
法
制
度
改
革
の
趣
旨
の
周
知
徹
底
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


